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令和元年度第１回  高砂市文化振興審議会  

 

日  時  令和元年８月３０日（金）１４：００～ 

場  所  高砂市役所南庁舎２階  会議室２    

 

 

 出席委員    会  長   田端 和彦    委   員   唐津  哲男 

        副 会 長  岩見  一美    委   員  髙橋  賢吉 

        委  員   原   英俊    委   員   前田  栄一 

        委  員   松本 克英    委   員   渡邊  紀子 

         

 欠席委員    委  員   天野富美男    委   員   堀田  真弘 

 

 出席事務局職員 

    健 康 文 化 部 長  増田  浩之 

    文化スポーツ課長   明定 美喜  

    文化スポーツ課主幹  中谷  悟史 

    文 化 ス ポ ー ツ 課  〇〇  〇〇 

    教育部教育推進室長兼生涯学習課長   阿部  伸也 

    教育部学校教育室長   赤松  祐人 

 

 協議事項 

   １ 開      会 

   ２ あ  い  さ  つ 

   ３ 議      題 

     （１）平成３０年度事業結果報告について 

     （２）令和元年事業について  

   ４ そ   の  他 

     （１）今後のスケジュール  

   ５ 閉      会 
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○司会 

それではただいまより、令和元年度第１回高砂市文化振興審議会を開催いたしま

す。 

開催に先立ちまして当審議会の公開についてですが、高砂市文化振興審議会の運

営に関する規程第３条に基づき公開とさせていただいておりますが、本日、傍聴希

望者はございません。  

委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとう

ございます。 

それではここで、本日の資料の確認を行いたいと存じます。  

（資料確認） 

 

 （市長あいさつ） 

 

 （会長あいさつ） 

 

 （事務局紹介） 

 

○事務局 

ありがとうございました。 

続きまして、本日の欠席委員ですが、天野委員、堀田委員は本日欠席の申し出が

ございました。 

会議につきまして、出席者８名、欠席者２名によりまして、文化振興審議会規則

第５条第２項の規定により、委員の過半数が出席されているため会議が成立してい

ることをご報告いたしまして、次の議題へ移りたいと存じます。  

今後の議事進行は、審議会規則第５条第１項により田端会長にお譲りしたいと存

じます。 

会長、よろしくお願いいたします。  

○会長 

それでは皆さん、スムーズな議事進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。  

議題に入る前なんですけども、まず、前回の審議会の議事録のほうについて、事

務局のほうでまとめて、皆さんのほうに事前にお送りさせていただいたかと思いま

す。この件で何かご質問あるいはご意見があればと思っております。事前に委員か

らいただいているようですが、事務局から説明をお願いします。  

○事務局 

委員のほうから、前回の審議会で、各課が文化振興基本方針に基づいて、事業を

実施しているという意識があるのか、また、各市幹部が、「文化を大切にし、ふる
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さとを愛する人が集うまち高砂の実現を目指す」という高砂市文化基本方針につい

て、認識しているのかということでご意見をいただいていたと思うんですが、その

件につきまして、事務局から回答させていただきます。  

各課につきましては、年２回文化振興に関する取り組みに対する目標設定と事業

評価、報告をしていただく中で、文化振興基本方針の各施策に基づいた事業という

ものを実施していることを認識していただいて、目標設定いただいていると考えて

おります。また、市幹部につきましても、各課で文化振興に関する取り組みに対す

る目標設定や、事業評価を行う際には、各部長まで目を通していただくようにお願

いしておりますので、そのような過程の中で認識をいただいていると思います。委

員からの、今回ご意見もいただきましたので、再度、文化スポーツ課としても各事

業の文化振興基本方針の位置づけ等を、今回の照会をさせていただく中で、説明を

させていただいたり、コミュニケーションをとらせていただいてより意識していた

だくようには働きかけております。また、市幹部につきましても、再度より意識を

もっていただくように、各担当課の報告内容についてもよく確認していただくよう、

お願いしたところでございます。  

回答については以上でございます。  

○会長 

ということなんですが、よろしいでしょうか。  

○委員 

はい。 

○会長 

私もちょっと気持ちはわからなくもないというか、まだ、これ毎回、毎回きちん

と、今日も議事になりますけども、各課から評価、それから計画をいただいていま

す。例えば、これをしっかりお読みいただいているのかどうかですね。僕も少し懸

念があるなというのは確かに思ったことが、逆に言うと文化スポーツ課では、例え

ば社会福祉計画とか、全部お読みなんでしょうかと、地域福祉計画を全て理解して

いるかと言われるとなかなか難しいかなと思うんですね。そういうことを考えると

やっぱり、例えば庁内において勉強会というか、研修会とまで言うのかどうかわか

りませんが、そういうものを少し、別に文化振興だけではなくて、ほかも含めて実

施しないといけないですね。どうしても行政というのはローテーションで回ること

で仕事を覚えるというやり方をしていますけれども、これから行政の内容が複合化、

特に市民ニーズが変わっていく中で、横の連携がなければ縦割り型の組織では難し

いというような議論になってまいります。今、各部長が見ているからというのでは

なくてもう少し何か、文化振興について認識していただく機会を、庁内で機会があ

ればいいのかなと、もしそれで手助けが必要であれば、私もまいりますので、少し
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考えていただければ委員のご意見も少しは反映できるかなと思うんです。これは私

の意見ですけども。  

○委員 

会長がおっしゃったのであれですけど、この議事録は、担当課に配っているんで

すか。 

○事務局 

議事録は各課に配布してはおりませんが、ホームページには掲載させていただい

ています。 

○委員 

その各部署の、例えば課長以上の人が積極的に見ようと思ったらそこを見ないと

いけないわけやね。  

○事務局 

はい。 

○委員 

配ってはいないんですね。 

○事務局 

そうですね。特に配ってはおりません。これまでは委員の皆様のご意見いただい

た分について、各課にフィードバックをさせていただいてます。 

○委員 

そうですね。それはわかっているんですけどね。  

○会長 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。  

ちょっといろいろと言い過ぎたところあるかもしれませんけれども。  

○委員 

すみません。議事録ね、全部配られてもはっきり言って読めないと思うんですよ。

だからそういう意味でも要約した形の。趣旨的なものを、できたらＡ４、１枚で各

課へ通知してはどうですか。趣旨的なものだけでもこう見たら目を通すだけでもい

いと思うんでね。その辺の、今、委員さんも言われたような、その部長とか、幹部

あたりが注意していただくと、気にとめてもらうという意味でも、その趣旨的なも

のでもいいから、ちょっと何かしていただけたらというような気がいたしますね。  

○会長 

ありがとうございます。  

いろいろと、なかなか行政そのものを変えていかなきゃいけない部分ではあると

思うんですけど、非常に重要な観点かなと思って、私も審議会の委員からの観点か

ら言うと、私もよくｺｰﾙﾊﾞｯｸすることの重要性というのは感じているところですの

で、ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。  
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○委員 

ありがとうございます。  

○会長 

そうしましたら議題のほうに入らさせていただきます。  

１番目、平成３０年度事業結果報告ということで、資料に基づきまして事務局の

ほうからご説明のほどよろしくお願いいたします。  

○事務局 

それでは、前回は各担当課と市と、あとそれ以外という形で資料３つに分けてい

たんですが、今回は担当課ごとで、分けさせていただいて、再掲分もわかるような

形にさせていただきました。できるだけ各課がどのような事業を実施して、その各

事業がそれぞれのどのような施策に基づいて実施されているかというのがわかりや

すくなったとは考えておりますが、また、変更した件についても、各委員のほうか

らご意見をいただければと思います。  

それでは、資料１の平成３０年度事業結果担当課別の資料をご覧いただけたらと

思います。 

まず、１ページから、１ページ４番、新人職員研修におきまして、高砂市のゆか

りの人物の紹介や高砂市の歴史文化にまつわるテストを実施、謡曲「高砂」の謡い

の練習を行う等、市職員として最低限知っておくべきことを伝え、理解を促しまし

た。 

続きまして、２ページにまいります。  

２ページ１１番、高砂学ですが、活動編６回、講座編３回、寺子屋編１回、謡曲

編５回を実施いたしました。  

講座編におきましては、平成２９年度と同様、高砂ゆかりの人物をテーマに決め

まして、高砂の現代の俳人や入江樵風、尾崎庄兵衛の３名について、市民講師によ

る講座を開催いたしました。なお、河合義一の講演も予定しておりましたが、台風

のため中止となりまして、今年度実施予定でございます。  

活動編につきましては、浜のかあちゃんの料理教室、竜山石でランタンづくり、

高砂染体験、高御位山自然観察会、クイズ形式で高砂町をめぐるウォークラリー、

宮本武蔵が残した「野田派二天一流」の体験を実施いたしました。また、申義堂を

活用いたしまして、小学生を対象にお琴と狂言の体験教室も実施しております。  

次に、謡曲編におきましては、５回実施いたしまして、謡曲「高砂」のうたいの

お稽古をいたしました。高砂学全体では４０８人の参加がございまして、高砂につ

いて学ぶ機会を設けました。  

台風のため講座１回は実施できませんでしたが、各講座で高砂の歴史や文化につ

いて理解を深めることをできたことから、Ａ評価としております。  

続きまして、３ページ目をご覧ください。  
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３ページ目２３番、謡曲「高砂」のＣＤの配付でございます。平成３０年度は目

標を達成したためＡ評価としております。  

同じく２６番です。３ページ、高砂市美術展ですが、高砂市のさらなる文化、芸

術の振興と、豊かな人材を育てる機会となることを願い開催いたしております。２

７５名の応募がありまして、審査委員の作品と合わせ合計１９６点の展示を行いま

した。３日間で１，７３６人の来場者がございました。また、文化会館ホワイエに

おいて作品を背景にロビーコンサートを実施し音楽とのコラボレーションもするこ

とができました。 

続きまして、５ページをご覧ください。 

５ページ、４５番文化会館・文化保健センターの施設整備でございますが、利用

者の安全性の確保と利便性の確保のため、文化保健センターのエレベーターの改修

工事、また中ホール客席上部の屋根、防水シートの更新、工事のほうを行っており

ます。維持管理に必要な小修繕につきましては、指定管理者にて実施しております。  

続きまして、７ページをご覧ください。  

７ページ６４番、国際交流協会でのトライやるウィークでの生徒の受け入れなん

ですが、協会事業による姉妹都市、ラトローブ市への訪問事業と重なりまして受け

入れができなくなりましたので、Ｂ評価としております。  

続きまして、１０ページ、１０１番をご覧ください。地場産業人材育成等支援事

業でございますが、平成３０年度は、竜山石を主とする石材業の担い手の育成を支

援するため竜山石を活用したワークショップを実施いたしております。６人の石彫

家に竜山石による作品を創出していただき、「結びの石彫シンポジウムｉｎ高砂」

を開催し、地場産業である竜山石についてＰＲをはかることができました。  

続きまして、１１ページ１０８番をご覧ください。  

観光交流ビューローが実施しました夫婦和合・結びのまち推進事業でございます

が、水引細工のワークショップや観光情報誌に結びのまち伝説の掲載を行いました

が、夫婦和合のランドマーク象徴的なものの構築までには至らなかったということ

でＢ評価としております。  

続きまして、１２ページをご覧ください。  

１２４番です。歴史学習会につきましては、伊保地区での学習会が、今年度実施

できなかったということでＢ評価となっております。  

同じく１２６番お願いいたします。高砂分署旧庁舎の保存活用ですが、これまで

委託しておりました消防団の OB への委託ができなくなりまして、常時開館が不可

能となったということで来館者数は低迷しているため、Ｂ評価としているというこ

とでございます。  

続きまして、１３ページ、１３３番をお願いいたします。  
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ふるさと文化財登録制度ですが、平成３０年度は登録がなかったためＢ評価とし

ております。  

続きまして、１４ページお願いします。１３９番、工楽松右衛門旧宅保存整備事

業につきましては、平成３０年度で計画されておりました外周工事と施設内の展示

整備も終了し、平成３０年６月３日より一般公開が始まっております。平成３０年

５月に「日本遺産荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船寄港地・船主集

落」に追加認定もされております。一般公開に際しシンポジウム等も実施しており

ます。平成３１年２月には県指定文化財にも指定されております。  

続きまして、同じページの１４２番をお願いいたします。  

図書館名誉館長の講座とＨＯＭＥＴＯＷＮゼミを年間３１回実施し、４３７人の

参加者がございました。講座やゼミを通して歴史・文化を自ら学ぶ機会を提供する

ことができました。高砂市史を呼んでまちに出ようと題し、座学と実地見学を行う

講座を開催しました。また、ゼミは２コース開催いたしまして、高砂市史ゼミでは

近世の高砂のことについて研修、研究生が研究をし、映像ゼミでは市内の名所旧跡

をめぐっての動画を撮影し、高砂八景を作成され、年度終わりには発表会も行われ

ました。映像ゼミの成果はユーチューブ等でも見ることができますので、皆様ご覧

いただければと思います。  

続きまして、同じページ１４３番をお願いいたします。  

郷土学習にかかわる団体との情報交換につきましては、各団体が一堂に会しての

連絡調整の機会を設けることができなかったためＢ評価としております。  

簡単ですが説明については以上でございます。  

何かご質問ありましたらいかがでしょうか。ご意見、ご質問、細かいことで、か

まいません。 

○委員 

１つ。 

○会長 

どうぞ、お願いいたします。  

○委員 

１０ページの１０１番ですね。今これ見て気がついたんやけど、結びの石彫シン

ポジウム、これを開催して６人の石彫家による作品を展示してオープンの式という

のですか、市長も来られて式が行われたんやけど、その後も全然見学に行けない状

態になったんやね。道がないとかなので、それ今後どんな予定でオープンされるの

かちょっと聞きたい。  

○会長 

なるほど、すみません。お願い、担当課がちょっと違うんだけど、もしわかって

らっしゃる方で結構なんですが。  
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○事務局 

この事業につきましては、文化庁の補助金を使って実施した事業でございます。

確かにおっしゃるとおり展示据えつけまではやったんですけども、据えつけした場

所が国指定史跡内の石切り場の切り立った石壁をバックに設置をさせてもらってい

たんですが。 

去年の台風で、そこから土砂が流出したという事情がありまして、設置まではで

きたんですが、その後、まだ土砂の流出が続いているというところで、その安全確

保の対策を今考えておるところで、それができ次第、またご案内できるということ

で、観光の担当のほうからは聞いてます。  

○会長 

よろしいでしょうか。  

○委員 

はい、わかりました。  

○田端会長 

ほかに何か。 

○委員 

すみません。私、私というよりも意見書を出せということで出させていただいて

いる。私は私の目線で意見を書かせてもらっていますが、それぞれの委員の方は、

それぞれの目線で出されるんで、皆さんのご意見の一覧表みたいなのをいただいて、

こういう目線での考え方もあるんだなというのを、私も学ばせていただいて次に生

かせていきたいなというのがあるのですが、それがないと誰がどういう意見を言っ

ているか、個人名は出せなければなくてもいいんですけど、そういう一覧表は絶対

に必要だと思うんですけど。  

○会長 

これは配らない、コピーしかない場合は。  

○委員 

今までも出していただいたことはあるんですけどね。  

○事務局 

はい、今回は時間的なものがなくて、一応回答まではつくったんですが。  

○会長 

多分ぎりぎりにできたみたいなので。 

○委員 

前もって出せなくても意見書が出てきた段階でコピーして頂いたらいいと思いま

すが。 

○事務局 

はい、意見書と回答も含めて出していこうかなと。  



 

9 

○委員 

それと意見書を前もって出すということは、この時間を短くするというのも兼ね

て、ある程度前もって違う課からも聞いていただけるということも兼ねて、意見書

も出しているので、一応日にちまでに間に合ったら、それは出していただきたいな

と思います。 

○会長 

私のところだけいただいたんですが、だから皆さんのところあると思っていたの

で、先ほどちょっと控えたほうがと思いますがと言ったのは、そういうつもりだっ

たので。 

○委員 

大体、前もって書いているのに同じ質問を２回もするのは、ちょっと不本意なん

ですけど。 

○会長 

もし、これ今コピーできるのであればコピーしていただいて、はい、お配りいた

だければ。 

○事務局 

そういたしましたら。  

○会長 

準備させますので。 

○委員 

はい。 

○会長 

すみません。申し訳ありません。  

○事務局 

次回からは、もう意見いただいた分は意見だけでもいいですか。回答も。 

○委員 

それは回答書があればいいでしょうけど、最低、回答は口頭になったとしても欲

しいです。議事録に載ることになり、後でわかりやすいですから。  

○委員 

今まで、意見書で出したものは、やっぱり誰それといいますかわかりませんがも

らっているのでということで、また私たちが言ったり何かしていきましたよ。です

から、それこういう意見がありましたので、とめに入りますということで、判定さ

れたらいいと思います。だから、これが、用紙が、皆さんに配るものがなくてって

もその進め方でしていけば、そのまま今すぐざっと動いていけたんですけれども、

そんな形でいいんじゃないですか、どちらでもいいですが。 
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○会長 

はい、やり方は少しまた考えさせていただきますので、先ほどおっしゃったよう

に、前にも配った記憶は、確かに私もありますので意見書を、私もそのつもりだっ

たので申し訳ないんですけども。  

○事務局 

すみません。申し訳ございません。  

○会長 

それはさせていただきます。お名前だけは消させていただいて。 

○委員 

書いていることで質問するのであれば、今、言わせていただいて宜しいでしょう

か。 

○会長 

もし大事なところだけでも。 

○委員 

すみません。私の質問は大事なことかどうかわかりませんが、疑問に思ったこと

を質問しているので、すみません。  

○会長 

すみません。申し訳ないです。  

○委員 

意味のない質問かもしれません。  

○会長 

いえ、いえ。 

○委員 

この色がついているのとついていないのとは何でしたかねというのも質問してい

るんですけど。 

○会長 

なるほど。 

○事務局 

すみません。色が付いているかどうかはですね。事業計画書を見ていただくほう

がわかりやすいと思いますが、各施策番号ごとに、色分けして表を作成しておりま

して、各担当課別順に並べ直したため、それぞれの行で色が違っております。  

○委員 

意味はないのですね。はい、わかりました。  

それと事業結果１番のページ１番、広報広聴課担当のフェイスブック件数は書か

れていますが、前年度よりどれぐらい増えたかも知りたいところですということで、
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これは共通事項ですと書いているのですけど、その前年度とどのぐらい増えたのか

なというのは気になるところです。  

○事務局 

平成２９年度のフェイスブックの登録者数は１，７５２件でございました。平成

３０年度は１，８３９件となっておりますので、昨年度からは８７件の増という形

になっております。  

○委員 

ありがとうございます。  

それと事業結果Ｐ３のＣＤ配付４００件が、計画のほうにもつながるんですけど、

計画のほうでは３００件と減っているのはどうしてでしょうか。これ次のほうがよ

いですか？ 

○会長 

いや、いいです。 

○委員 

いいですか。３００件に減っているのは何故でしょうか。  

○事務局 

これについてはもともと美術展等で配付していた枚数も目標の中に入れていたん

ですが、美術展で配付するＣＤについては、その美術展の予算のほうで計上してお

りますので、事業の予算の計上額に合わせて目標額を今回修正をさせいただいたと

いう形です。その市民課等で結婚された方に配る分についての謡曲ＣＤの分と、美

術展等の、ほかの事業で配布する分というように、予算合わせて、目標設定してい

くという形で、今回直させていただいたという形です。 

○委員 

同じく美術展が１，８００人が１，７００人になっているのは？  

○事務局 

はい、すみません。こちらについても、本来は、来場者を増やすために目標設定

していたものを下げるというのもいかがなものかと思うのですが、これまで、美術

展の中でロビーコンサート等も実施して PR を重ねた中で、過去の実績を考慮して

目標が達成できるような形に、見直しをさせていただいきました。 

○委員 

あと、事業結果の１０ページの、先ほど唐津委員が質問されてました。同じとこ

ろなんですが、１－１－１のどこでしたか・・・。  

○事務局 

地場産業、１０１番ですか。 
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○委員 

はい、地場産業人材の、竜山石を生かしたワークショップの事業目的と事業評価

が少しずれているのではないかなと思ったんですけど、ＰＲを図れたということで

あれば人数とか、根拠になるものを示して頂きたいなと思います。ＰＲが図れまし

たよということが言いたいのでのであれば、ＰＲのことも根拠というか、どのぐら

いの人が参加したかというのも書いていただいたほうが良かったのかなと思いまし

た。 

○事務局 

担当に確認させていただきまして、６人の石彫が制作した発表会ということで、

期間もある中で、そのシンポジウムについては、大体１５０人程度の来場者があっ

たと聞いています。ただ、松下石材さんの敷地で、制作をされていたんですが、制

作期間中にも見学に来られた方も多く、近隣に住まわれている方だけではなくて、

遠方からもかなりの見学者があったと聞いておりますが、人数の把握はしていない

とのことでございます。 

○委員 

あと、質問していたのは、事業結果の１３ページのマガタマづくり、石割体験、

高砂染体験の人数の差が何故生じているか気になりました。  

○事務局 

１２８番ですね。 

○委員 

はい、募集人数の差ですか。人気の差ですかという質問です。  

○事務局 

こちらにつきましては、各授業の人数の差は募集人数の差でございます。全ての

事業につきまして抽せんを行って、参加者を確定したと確認しております。 

○委員 

一応、意見として書いていたのはそれだけです。  

○会長 

今日お見えになっていない委員からも実はいただいておりまして、特に堀田委員

からはですね。重要な点がありまして、１つは、やはりお立場もあるんでしょうけ

ども、たかさご万灯祭を継続してほしいというご意見ですとか。 

それからもう一つ重要な点が、この今お配りした資料の１２番の歴史学習会のと

ころで、全事業を通じてＣ評価がなく、Ｂ評価が６事業とほぼ計画通り実行できた

ことから、市計画の策定並びに予算編成に無理がなく妥当であると考えますという

ことなんですね。確かにそのとおりなんですが、私、逆に言うと何でＣ評価がない

のかというのは、逆に心配で、例えば先ほどのご説明では来ませんでしたでもＢで

すって、Ｂは一部できなかったということで、来なかったらＣという、そこら辺の
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評価の、各課の評価がかなり、ばらついているなと、これ各課で評価していただい

たものなので、結構ちょっとばらつきがあるなと、結構ね。厳しかったのが、厳し

いなと思ったのが都市計画課とか、そのあたりが結構厳しく評価されているんです

見たら、何となく。  

○事務局 

はい。  

○会長 

都市政策課かな、それから産業振興課も厳しんだけども、でもそういう意味でい

くとちょっと評価の仕方というのが、少しこれ上に書いてあるように目標どおりと

か、一部目標未達成と書いてますけども、ちょっとＢとＣで、Ｃは大部分なのでつ

けにくかったというのは何となくわかるんだけども、ちょっとそれぞれの課によっ

て、ばらつきがあるなというのは感じたところです。これは、すみません。名前出

しちゃって申し訳ないんですが、皆さんにお配りした意見の１２番のところですね。

委員からのご意見だったんですけども、こういったところがあったと、私もこれ見

ながらふと感じたところでございます。すみません。これも私の意見です。  

何か皆様で今、お名前は外しておりますので、言えば誰かわかちゃうんですけど

も、お配りさせていただいたもので、もしその、まだこれからちょっと不明点があ

るということがあれば、まず、そこをお問い合わせいただいて、なければそれ以外

でご意見を賜りたいと思います。  

お時間少しとらせていただいて、ありますでしょうか。どうぞ。はい。  

○委員 

質問していって、皆さんどうお考えなのか聞かせていただきますね。  

○会長 

はい。どうぞ。 

○委員   

職員研修に関する取組があったと思うんですが、何番ですかね。 

○事務局 

新人職員への研修ですね。 

○委員 

そうそう。 

○事務局 

すみません。多分２のほうに資料になってしまって、平成３０年度予定事業のほ

うに入れてしまったかもしれないです。  

○委員 

これね。 
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○事務局 

２ページ、そちらの２枚目、多分の下ですね。 

○委員 

２枚目の下になっていますかね。はい、はい。 

○事務局 

新人研修になってます。 

○委員 

そうですね。そしたら見なくてもあれなんですけども、それについては、やっぱ

し高砂市の職員さんは、一般の高砂市の市民と同じようなの講座を受けて、これは

いい勉強になったというだけではなしにですね。職員さんが高砂学を実施できるぐ

らい、全てのことが把握できるような勉強をするプロフェッショナル的な職員さん

に、私はなってほしいなと思います。例えば文化スポーツに関しましては、歴史や

文化に関して、本当にいろんなことをいっぱいやっております、それから教養面か

ら全てやっております。人物に関しましても功績等一生懸命しておりますけれども、

それら全てを職員さんにはマニュアル本を、やはり配るなどしまして、それこそみ

んな一般の高砂学で、それを知ったものだけを、それが知識として職員の知識であ

るではなしに、職員さんは仕事でお給料をもらっているからには、そこの辺ぐらい

までのことをしながら、いろんな人から質問が出ても答えられるぐらいの、すてき

な高砂市の文化方面の話ができる職員さんの養成を文化スポーツ課としてはしてほ

しいなと思っているんですけれども、その件に関しましてはどうなんでしょうか。

やはり高砂学ぐらいの勉強でいいとお考えなのでしょうか。 

○事務局 

それでは事務局より答えさせていただきます。  

高砂学という名称については市民も職員にも高砂のこと知っていただきたいとい

うことで、共通の名前にしております。一般市民の方と同じ内容かということです

が、確かに委員のおっしゃるよう市職員につきましては、市に誇りを感じていただ

いて、全ての職員が市の広報マンとして、市内外へＰＲできる知識が必要であると

いうのは感じております。そのためには市職員全てが市の歴史であったり、ゆかり

の人物について理解を深めていくということは確かに必要であるとは感じておりま

す。高砂学という名称ではあるのですが、市の職員の研修につきましては、市の市

勢要覧を活用して、ゆかりの人物であるとか、市内のいろんな文化遺産等について

の詳しい内容を周知をはかっている状況でございます。  

今後、提供する資料等につきましても、調査研究してまいり、全ての職員が詳し

い知識を得るような機会とするために、調査研究してまいりたいなと考えておりま

す。 
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○委員 

はい、わかりました。  

○会長 

よろしいでしょうか。  

○委員 

はい、仕方がないです。これから頑張っていただけたらいいなと思っております。  

それから、その今コピーでいただきました分の２ページ目ですね。１ページの裏

面の上から２つ目ですね。高砂ブランド商品贈呈で、寄附金がすごく多いんですね。

これに関しましては国のほうからやはり３割内ぐらいで、お返しを贈呈してくださ

いとか、いろいろと規定があるとはおもうんですけれども、高砂市の寄附金５，５

２９万６，０００円に対して、平成３０年度は決算が２，７００万円近くかかって

いるということで、割と５割近くなっているんですけれども、そこら辺の国とのあ

れですね。国が言ってきていることとの返礼品に対する考え方はね。どのようにさ

れているのかなと思ったものですから、ご回答をお願いしたいと思います。  

○事務局 

はい、ふるさと納税の取り扱いにつきましては、令和元年６月１日の施行で改正

された地方税法の規定に基づいて適正に行っております。具体的な改正内容につい

ては、寄附金の募集に関して返礼金を過度に強調した宣伝広告を行わないこと、当

該自治体の市民に対して返礼金を提供しないこと、寄附金の募集にかかる経費、広

告費、発送委託料を含んだ額が総寄附金額の５割以下とすることというのがござい

まして、当該自治体の市民に対し返礼金についてもそういった形で、遵守した形で

は行っております。  

○委員 

これに関しましては、田端先生のご意見もお聞きしたいと思うんですけれどもね。

本来寄附金という意味合いと、何か本当にこれはかけ離れた考え方ではないだろう

かと、私は常々思っていたんですね。こういうたくさんの税金を払われる方が寄附

してくださるという、経済的に余裕のある方たちに返戻品として商品を提供すると

いう考え方よりも、経済的に余裕のある方からは市のためにもですね。寄附金とし

て本当にお名前を出しながらですね。高砂市からありがとうって言えるぐらいの形

という、寄附の本来の自然な形に戻っていくように、高砂市が先頭を切ってされた

ら、これはすごいんじゃないかなと思うんですけれども、まず、ちょっと会長から

意見聞いてみたいなと思っておりますが。  

○会長 

ふるさと納税は、先ほど渡邊委員おっしゃっていただように寄附扱いということ

になります。それに対して返礼云々ということが始まったのは別に、ふと始まった

ようなところがありまして、ご存じのとおりこれは、本来であれば寄附ですので、
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ゆかりのある方が寄附をしていただくということなんですが、その背景を申し上げ

ますと、これは東京等への一極集中と関係がございまして、ご存じのとおり東京だ

けでない大都市ですね。大都市の一極集中と関係がございまして、ご存じのとおり

寄附をされるとその都市の、まちの住民税が控除されると、ですから東京に例えば

住んでいて、高砂に寄附されると、東京都の税収が減って高砂市の寄附金が増える

というバランスなんですね。そういうことを考えていたので、単に寄附を増やすと

いうだけではない、いわゆる一種のそういう都市、一極集中を少しでも変えたいと

いう、意図があったことは事実だと思います。ですからそういう意味では、それに

返礼品が加わってご存じのとおり寄附をすれば税金が安く、税金安くなっているか

ら別に自分はおなか痛まなくって、住んでいる自治体のおなかが痛んで、いわゆる

返礼品がもらえるということで、渡邊委員おっしゃったように、それがやりやすい

方、比較的お金をもっている方が、それを活用されて返礼品を安くゲットされて、

安くというかね。比較的安い金額でゲットされていると、さらに言うとご存じのと

おり今、某泉何とか市というところは、アマゾンさんのあれを使って、アマゾンさ

んはそれでがっぽがっぽもうけられて、さとふるさんとか、そういう企業だけがも

うかっているんじゃないかという、そんなにもうかってはないかもしれませんけれ

ども、そういうような批判も出てきたものですから、今、ご説明があったような形

になっています。この問題というのは前で言いますと、要するに納税者というもの

が税金をどう納めているのかということ、あるいはそれがどう使われているのかに

ついてあまりにも知っていないというところが、私は要因だろうと思っています。  

ですから、例えば東京の人が返礼品によりもうかるから寄附されるのは、それは

それでいいんですけども、そうすると自分が住んでいるまちの、いわば税金が減っ

ていくということになる訳ですね。ですから、これは新聞記事にも載せてもらった

ことがあるんですが、そうすると自分のところの子どもには、エアコンは、自分の

うちの家の住んでるところは税金が入らないから、うちの子どもの学校はエアコン

が入らないけども、寄附先のところがエアコンがバシバシ入るよというのが、本当

にそれでいいのかというようなところをちゃんと、きちんと説明した上でやらない

と、恐らく返礼品競争だけになってしまう、これは納税意識との関係がすごく強く

って、そこら辺がないまま走ってしまったというところに問題があろうかなとは思

っています。 

ただ、これはちょっとごめんなさい。文化と話違うので、あくまでも税収上の話

なので、これぐらいにしておきますけども、ちなみにこの返礼品というのは基本的

にはどんなものを使っていらっしゃるのですか。  

○事務局 

返礼品としてはホームページに掲載しております。  
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竜山石のコップであるとか、松右衛門帆布のかばんであるとか。高砂コロッケ、

一応高砂の企業さんでつくってらっしゃる地産地消の商品という形です。  

○会長 

それを例えば、まさにここだとブランド化みたいなね。ことができているのかど

うかというのはどうなんですかね。  

○事務局 

ブランド化、松右衛門帆布のかばんと。  

あと竜山石のぐい呑みとか、コップ何かはある程度ブランド化はできるのかなと

考えております。 

○会長 

できている。それは評価しないといけないですね。すみません。あまりしゃべる

とあれなんですけど、税収のことは先ほど。 

○委員 

難しいところですね。寄附という言い意味から言うとね。  

○会長 

よく日本人は、寄附が下手だというふうによく言われています。  

○委員 

確かにね。 

○会長 

そうでもなんですけどね。皆さんご存じのとおり災害時にはあれだけたくさんの

募金が集まったりしますので、そうでもないとは言うんですけども、もしかしたら

あまり寄附がうまくないと言われている中で、ふるさと納税というのはそういう意

味では一つきっかけは与えてはくれたんですが、いかんせん先ほど言ったように説

明不足ですので、ちょっとああいう問題が起きてきているのかなとは思います。す

みません。 

○委員 

すみません。ありがとうございます。  

○会長 

ごめんなさい。ほかにもしご質問があれば、どうぞ。唐津さんお願いします。  

○委員 

１７ページの１－１－１、教育センターでの高齢者大学の講座の予算が１４５万

円内訳を差し支えのない範囲でと言うておったら、かなり詳しく内訳を書いていた

だいて、講師謝礼金が２万円を３８回、１万円が４回、その他２万円が６回とか、

いろいろありましてですね。実は個人的なあれなんですけど、うちのグループとし

て、この高齢者大学の講師として年に４回出てましてですね。それがいつも何もな

いんで、部員の中からほかの講師は何かもらいよるんと違うんという意見が出てき
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てですね。それで、せめてお茶ぐらいいうて、お茶１本ずつ出してもらうことにし

たんですが、これを見たらあまりにも差額があって、言わなんだら損かいなという

ような差が出過ぎとるという気がするので、その辺についてはまた高齢者大学のほ

うと話をしたいなと、このように思います。 

○会長 

すみません。よろしいですかねそれで。先ほどの委員からの金額についての質問

について、教育センター事業なので、もし業務について何かありますか。 

○事務局 

教育センター所長のほうから直接この件については聞いてはないんですが。これ

見ていただいたら、３８回の４回で講師が４２回ということになっていますが、年

間全部の講座でいきますと、この３倍ぐらい講座はやっております。謝礼金が必要

ないような講師も探しているというところで、その中でやりくりをしているという

のが実情でございますので、逆に言いますと、目玉になる先生をお呼びした、その

場合２万円では無理で３万円をお支払いしたというケースも中にはあるかもしれま

せんが、逆に交通費だけで来ていただく先生を複数探して、その分謝礼金を浮かす

というような、そういうやりくりをしながら回数を確保しているというのが現状で

はあります。 

○会長 

よろしいですか金額は。  

○委員 

かなり差があるということははっきりわかりました。  

○会長 

難しいところで何をもって有力講師とするのか、あるいは何をもって、講義内容

の何をもって金額とするのかってなかなか難しいところですね。例えば、今、加古

川のかこむで実施している方法が､場所は提供しますが、自分で参加者を集めてく

ださいと、そこで参加費を集めて、それを謝礼にしますというやり方をしているん

ですね。だから謝金をもらえるかどうかは、いい講義かどうかと、自分が集められ

るかどうかということらしんですけども、いろんなやり方があるので、どうしても

行政の場合は、予算主義なので、先ほどお答えあったように予算の中でやりくりを

しているというようなお答えになるんですけども、どういう講義で皆さんが集まる

のかとか、どういうふうにすると、言い方悪いですけども、あまりに公平なね。お

金の集め方ができるのかというと、いろいろ、今おもしろいことをやられている。

例えばユーチューブていうのは一番わかりやすくって、あれは要するに視聴回数で

お金が入ってくる仕組みになっていますよね。ユーチューブにちゃんと登録すれば

ですけどね。そういうようないわば自己評価型でお金をもらうというやり方もない

わけではないですね。今のどうしても、行政が先ほど言った予算主義ですと、予算
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幾らの中で具体的にこの中でおさめる方法だとすると、今お答えいただいたような

答えにならざるを得ないというところがあったわけです。なかなか納得いかないと

ころよくわかるんですけども、こういう事情だということご理解いただければと思

います。 

○委員 

はい、わかりました。  

○会長 

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。何か。一応、お答えはいただい

てますので、それ以外でも結構ですし、また先ほど言ったように、ここはもう一遍

強調しておきたいというところがありましたら、それも含めて結構でございます。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

○副会長 

事前に意見述べた。あと質問出せなかったんですけど、そういうのでよろしいで

しょうか。 

１６ページ、１６６番ですね。少年少女合唱団のほうの予算、決算を初めて出し

ていただきました。  

○会長 

はい。 

○副会長 

はい、その中央公民館の使用に関してこの春からですかね。何かやり方を変えて

いただいているようなことをお聞きしているんですけど、そのあたりご説明いただ

けないでしょうか。  

○事務局 

中央公民館から聞いておりますのは、基本的に、少年少女合唱団ここにも上げて

おりますように公民館の主催事業として年間を通じて施設を押さえて活動していた

だいていたというのが実情でございます。ただ、ご指摘ありましたようにピアノの

ある部屋が講堂と研修室と２箇所あるなかで、講堂で全体練習をして、研修室でパ

ート練習することがあるからということで年間通して両方押さえていたというのが、

今まで、従来でした。今回、子どもたちの指導に当たって全体練習だけのときもあ

りますし、そのあたりのところを年間、１年全部というんじゃなしに、３箇月単位

程度で計画をきちんと立てていただいて、講堂だけ使う日、あるいは研修室だけ使

う日、両方使う日ということはきちんと報告をいただいて、年間通じてずっと押さ

えるんではなしに、実際活動するに当たって使用しないのがはっきりしている場合

は、事前に連絡いただいて、その日はほかの方の利用を認めるという形で、今、対

応はさせていただいております。 
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○副会長 

そのほかの方の使用というのはどういう形で。  

○事務局 

一般の貸館ですね。 

○副会長 

１箇月前に申し込むという。  

○事務局 

そうです。 

○副会長 

それをお聞きしましたんですけど、先にお配りしましたけれど、使用状況につい

て去年の秋ぐらいから、こちらでチェックをさせていただいてですね。この表は２

月からなんですけれども、入り口のところのホワイトボードには３階、２階使用と

いうふうに表示しておりますね。使用というふうに書かれているけれども、実際は

２階研修室を使っているとしていながら、実際使っていないのが、この２月からこ

れだけあるわけですね。いつからやり方を変えていただいた。  

○事務局 

７月からです。 

○副会長 

７月ですか。 

○事務局 

７月です。 

○副会長 

それは一般の市民もご存じですか。  

○事務局 

貸館に関しましては、公民館に問い合わせいただいたら利用はできるようになっ

ていますし、ホームページのほうでも、利用状況が確認できるようになっています

から、予約がないという状態では公表はさせていただいています。  

○副会長 

それ以降でも、結局ホワイトボードには書いてあるけれども、使ってない状況と

いうのが現実にあるわけで、このあたりどうでしょうか。 

○事務局 

一番下の８月の１７日については、確認はしておりませんが、実際のところ、こ

のときは２日ほど前に台風がきていますので、その関係で中止にされた可能性はあ

るんですが、すみません、公民館のほうに確認はとれておりませんので、確認はさ

せていただきたいと思います。 
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○副会長 

はい。 

○事務局 

ただ、基本的には、今申し上げましたように、確実に利用するということで 1 箇

月前以上、そうですね。２箇月前ぐらいにきちんとその辺のところは確認させてい

ただいて、その状況に合わせて利用の申し込み受付ができるようにさせていただい

ておりますので、これ見ていただいたら、７月以降については、８月の１７日はそ

うなんですけれども、ほぼ利用状況に合った形での施設の使用申請という形で、施

設を押さえるという形をとらせていただいていますので。 

○副会長 

基本はでも、少年少女が使うとおっしゃれば、もうそこは押さえてしまわれてい

るわけですね。 

○事務局 

そうですね。公民館の主催事業ですので、主催事業として実施するに当たって協

議をして、使わない日は開放しましょう。使う日は公民館の事業としてやりましょ

うということで取り扱いはさせてもらっています。 

○副会長 

今まで、こういうふうに、実際に使われていない状況が続いておりますが、そこ

らあたりのチェックですね。それはどのようにされているのでしょうか。  

○事務局 

現状は当然、当日利用される場合は鍵の受け渡しがあります。鍵を受け取って部

屋を利用されているので、そのときの当直者が確認はさせていただいています。 

○副会長 

これまで確認がなかったと考えたらよろしいでしょうか。  

○事務局 

いや、ただ、実際のところ部屋の利用というのは半日単位で利用できるようにし

ております。ですから、例えば午後を使いますということで２部屋鍵をもって行き

ました、利用は半日のうち１時間程度の利用というケースもあったかもしれないの

で、そのあたりの状況がちょっとこちらも把握していませんが、ただ、必ず部屋を

利用しておれば何人でこの部屋を利用したという報告は、利用者からは出していた

だきますので、それで利用状況の確認をしているというところです。  

○副会長 

それで、市民にとっては使いやすくなったというふうには理解するんですけれど

も、結局講師の先生も３人いらっしゃいましたよね。言ったらその先ほどの唐津さ

んのご発言もございますけれど、やはり３人も必要かなと本当に思いますし、その
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ような活動状況で、謝礼の出ているところと、本当に謝礼もなしでご活動なさって

いるところとの差がね。非常に大きいなと感じてしまうわけなんですけれども。 

○事務局 

それが主催事業でやることと、一般で活動されているところとの差かなとは思い

ます。 

○副会長 

ですがね。やはりその３人も講師を置いて、実際問題謝礼をいただいている方が

このような、今、７月から改善なさったとは言え、今まで、過去こういうような動

きをされてきたわけで、指導者は非常に責任があると思うんです。やはりそれだけ

優遇されているのであるならばちゃんとあけていただいてたら使用しないといけな

いと思うんですよ。そういう指導者が何で長年ずっと続いているのかなと、いろん

な事業にしても見直しがあるはずですよね。見直しというところがあるんだけれど

も、そのあたり、やはりただＡをつけて事業を行ったから、ただ、Ａがついている

という状況はおかしいのではないかなと非常に思うわけなんですけども。  

○会長 

ちょっと、よろしいですか。２点ほど、一応議題として考えますと、１点目は、

やはり市の公共施設の有効的な活用の仕方ということについて、特に文化部分にお

いて審議会の中で少し考えたほうがいいんではないかと、例えば先ほどありました

半日貸し出しというのは適切なのかどうか、もうちょっと時間を細かく設定しては

どうかとか、それから先ほどホームページには出てますよということで、もうちょ

っと広報しっかりやって、少し例えばインタラクティブできるような仕組みをつく

るとかいうような、いわゆる効率的な使い方というところです。その中には先ほど

おっしゃったように主催事業は優先しますよというところ、どこまで優先するのか

というのももしかしたら出てくるかもしれません。  

２点目は、先ほど委員さんもおっしゃったところに相当するのかもしれませんが、

やはり講義内容と、その講師の方の選定ですよね。これについては我々では何とも、

その選定理由まではこちらには出てきておりませんし、教育委員会のほうの課題も

あると思いますけども、例えばいなみ野学園さんはご存じのとおり、学生からの評

価があって、だめなら首になるんですね。結構厳しんですよ。  

○委員 

はい、それで時給です。  

○会長 

時給ですよね。いなみ野学園は財団法人ですけど、公的機関がやっている部分で

も、そのような評価システムを入れているところがあるわけで、今回、管理のほう

なので、管理をのっとって評価するのかどうかは何とも言えないんですけども、少

なくともやはり評価をされていてどうなのか、子どもたちの、この場合少年少女で
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すからどうなのかというようなものはどこまで入っているのか、先ほど唐津さんの

意見もこれ近いと思うんですけども、６回中、何回講義されて、どういうふうに講

義受けたのか、課題を考えたのか、そういうことは少し要るんじゃないのと、なぜ

ならばそれは、副会長がおっしゃっていただいたように公的なお金を出しているの

だからというは、私は一つ考えるべきところかなと思っています。どういう評価の

仕組みであるかは、今、ここでは何とも申し上げられない。  

例えば、先ほど言ったいなみ野学園さんは生徒さんの評価です。非常にシビアで

す。僕も講義していますから、よくわかるのですが、非常にシビアなご意見いただ

きます。 

○委員 

前も言ったんですけども、文化事業だからここに載ってくるべきじゃないかなと

いう気がするんですけど、まずね。それはどこがやっているんですか、このこうい

う担当課という意味合いからいったら。  

○会長 

どこ。 

○副会長 

中央公民館ですね。 

○委員 

中央公民館としてやっているわけですよね。それは中央公民館は、この中に入ら

ないわけですね。 

○事務局 

今回から追加で入れていただいております。 

○委員 

何番ですか。 

○副会長 

１６６番。 

○委員 

１６６番。ごめん、ついでに言うとね。変な話だけど、前も言ったんだけど、文

化事業としたらね。金額とか、そんなのは要らんけども、県のやっているやつ、国

のやっているやつもね。高砂市内でこんなことやっていますというのできたら載せ

てほしいなというふうに、これは前からお願いしているのですけどね。これはここ

に載ってきているので、わかりました。  

○委員 

載ってきているんだけども、部屋を押さえてしまっている、やっぱり市はね。前

もって押さえないといけない場合もあるんだけど、その時間の使い方を会長がおっ
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しゃったようにどういう扱い方をしていくかとか、検討課題が多いかなと思います

ね。 

○委員 

ただね。これでいくと、ご説明から言っても一歩前進だなという感じがしますが、

見直しをして、使わない日は施設をキャンセルするようになったところをね。申し

込みをちゃんとしてくれたらよいわけですから、前進は前進しているなというふう

には感じるんですけどね。  

○会長 

先ほど言ったように、公的なものをより効果的、効率的に使うことがこれから大

事だろうと。 

○委員 

そうですね。 

○会長 

これは文化だけではなくて、これからの社会というのは、今、例えばよく言われ

ているのは車だと言われていて、コネクテッド、オートムービー、それからシェア

リング、あと何だったけ忘れましたけど、とにかく何が言いたいかというとシェア

リング、つまり今あるものをみんなで活用していきましょうという、これストック

型経済の考え方、そうするとやはり公的な施設に関しては、やはり多くの方が利用

できる、文化というのは生活に根差すものだと思っていますから、市民一人一人が

できるだけ多くの方が使っていただくほうが望ましいということを本当に思ってい

ますので、先ほど委員おっしゃっていただいたとおり一歩前進であると、これは、

非常に調べていただいたらよくわかった、このとおりで７月２３日以降は、８月１

７日は台風の影響だと思うんですけど、それ以外はホワイトボードに書かれてきた

とおりになっている。  

○委員 

文化保健センターに多目的室がありますよね。多目的室も市のほうで行事のある

日は先押さえをされていますよね。 

○会長 

なるほど。 

○委員 

ですから、それ以外をお取りくださいになっています。でも予定ですから、実際

にない場合もあるかもしれません、それが早くわかれば副会長さんも使えるのにな

というところがあるかと思うので、そこら辺をうまくどういうふうにしていけば、

それを使えるようになっていくかとか、公民館においても、こちらの多目的室にお

いてもですね。そういうことをこれから検討していかないといけないかなとは思い

ますけれど。 
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○会長 

きのうＮＨＫのニュースでやられた。チケットを、当日チケットを販売する。ニ

ューヨークの方式が日本に上陸しました。あれはまさにね。おっしゃるとおりなん

です。直前のキャンセルとかなると全部集めて、あるいはもう売れなかったり、売

れ残りのやつ集めて安く売っているようなね。要するに、今、何が言いたいかとい

うとシェアリングというのは、このインタラクティブの、その要するに、例えば時

間単位なんです。 

例えば委員さんは福祉やっていただいたからわかるように、介護士なんかが今、

足りない中で、どういうふうに介護士を集めるかというと、時間単位なんです。半

日とか、終日とかではなくて２時間だけきてくださいというかなりきめ細やかな時

間で動くようになってきていると、何でそれができるかっていうとまさにこれです。

これがあるからできるんですね。だからこういうハイテクな何かをうまく使うこと

によって、先ほど言ったようにもっといい方法があろうかと思います。このことを

全部行政ができるかというと確かにしんどいので、そのあたりは工夫がいるのかも

しません。 

○委員 

実は文化会館の運営向上委員会の委員、僕がしているんです。  

○会長 

そうなんですか。すみません。  

○委員 

今の話は今度の会議のときに提案します。  

○会長 

そうですか。 

○委員 

僕自身もね。取りにいったら、ホールを借りた人は優先権があるから全館を押さ

えているんですね。本当に使うのだろうかと思いながらね。この部屋を予約したい

のに取れないのはよくあります。だから、中央公民館と一緒でね。やっぱりそうい

う規約で、中央公民館だったら、自分のところでやっているから優先という考え方、

向こうは規約的に大ホールを押さえたら、あとそれに決定権がある。それは１年前

からですけどね。会議室等は６箇月前ですけども、ホールを押さえたら１年前から

予約しているんですね。果たして今言われたように全部使っているのかとかね。い

うのはちょっとわからないので、今度、質問してみます。 

○会長 

ありがとうございます。余談ですけど、今、これは新しいネット事業として、こ

れから絶対増えていく事業で、空間貸し出しというのは、シェアリングエコノミー

は大きなもので、日本でも何社か出てきてますけども、恐らく今、海外からも実は
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進出したいところいっぱい出てきていますので、本当にこういう問題大きいですし、

これは別に文化振興だけでなくって、いわゆる公共施設の管理に、多分これ影響を

与える可能性があるなと思っていますので、最後は余談ですけども。  

○委員 

ただ、それに関しましてね。市のほうもやはりなぜ１年前に予約して押さえてい

るか、だっていろんな行事を、年間行事を押さえていかないと市のほうも成り立っ

ていきませんでしょう。ですから職員さんの言い分もあると思うんですね。ちょっ

とご意見のほうもね。聞かれているほうがいいんじゃないかと思うんですけれども。  

○会長 

どうですか。何か、途中私が切っちゃったので。 

○委員 

絶対これ言い分あると思います。気の毒な場合もありますから。  

○会長 

要するに行政としては失敗したくないからなるべく余裕をもって取るんですよ。

これは多分間違いなく、先ほど委員がおっしゃったように全部取っちゃったほうが

安心なんで、だけど実際に計画が進んでいくと要らないなというのは出てくるのだ

けれども、最終的にキャンセルができないというような状況となる。だからそうい

うのはインタラクティブにやれる部分はあると思うんですよね。 

○事務局 

実際の問題として、施設の管理運営における問題と、それからもう一点ご指摘い

ただいているのは、事業の有効性という問題、効果的な事業を、行っているのかと

いうところもここでご審議いただかないといけないかなと思います。どちらの話の

中で聞かれたことですけれども、施設予約のほうは、例えば全館押さえてしまうの

は、駐車場がいっぱいになってしまうからとか、実際の運営上で何かあるのかもし

れないです。ただ、それについて空いているのにと言うところもあると思いますし、

施設ごとの使い方、考え方によって変わってくる。実施する事業では、私どもの市

の事業が優先されてしまう。当然、申し訳ないんですけれども、まず、市としてす

るべき事業で穴をあけれないという実情もあったりなんかするので、それについて

は皆さんご意見いただいて、少しずつでも改善していくということでしか、私達も

できないと、そこで経験上いろいろ、例えば準備にかかるから１時間ちょっと早目

にあけてその分の料金どうするんだとか、細かいところはいっぱいあると思うので、

それはそれぞれご意見いただいて必要な改善をさせていただいて、また施設の適正

な管理と言いますか。運営と言いますか。必要な改善はやっていかないといけない

と思います。もう一点、そのやっぱり一番大事なのは、その行事が、その事業が本

当に皆さん有効になっているのかどうか、これはやっぱりしっかりと僕らも受けと

めて、次の事業の展開にもやっていかないといけないと思っていますので、施設の
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運営の話もご理解いただかないといけない部分もありますし、また、ご意見もいた

だかないといけない、両方ともご意見をいただかなければいけないので、今後もこ

うやって忌憚のない意見をいただければ、まだ、少しご満足はいただけないかもし

れないですけれども、少しずつでも改善をさせていただいて、できるだけ皆さんの

ご意見が反映できるような形でやっていきたいと思っていますので、どうかもう少

しご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。  

○会長 

ほか何か意見とかありましたらお願いいたします。 

○委員 

せっかく今いい意見出たから、ここは文化やけどね。スポーツ関係もね。施設関

係あるので有効利用はかっていただきたいと思います。  

○事務局 

はい、わかりました。  

○委員 

先ほど説明があったとは思うんですけどね。１０ページの１０２番。実績を見ま

すとね。観光客が平成２９年に比べて、平成３０年は４７０人ほど増えているんで

すね。これはいいことだとは思うんですけれども、この「石の宝殿」が国の史跡に

なって。返礼品で石の宝殿の加工品もお返ししている。これも増えた一因になって

いるかなとは思うんですけども。今ね、一生懸命取り組んでおられる石の宝殿研究

会という会があって、十数名おられるんですかね。 

○委員 

はい。 

○会長 

そうですか。 

○委員 

すばらしい研究をされていると思うんです。そういう方がガイドされているんで

す。どのようにガイドされたということがありますか。 

○委員 

石の宝殿研究会でホームページもつくって、一生懸命ＰＲもしています。魅力発

信ということでね。それを見て山を歩きたいというようなことで、実際に現地に来

られる方もおり、案内をしています。 

○委員 

ありがとうございます。今言われたとおりにね。石の宝殿研究会、自分らの知識

の向上だけということではなしに、外に、いわゆる市民に、市外の人に、石の宝殿

ってこんなところですよということを一生懸命やっておられる。そういうグループ
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に、そこまでしようと思ったらやはり経費が必要なんですよ。それを会費制でね。

実施されているのです。 

○委員 

そう、去年は会費１，０００円やったんやけどちょっと足らんさかいに２，００

０円に上げましてね。  

○委員 

２，０００円に。  

○委員 

それでいろいろ。  

○委員 

１，０００円から２，０００円に。 

○会長 

月ですか。 

○委員 

いや、年間。 

○会長 

年間。 

○委員 

言いますけどね。１，０００円、２，０００円というと、倍になるんですよ。そ

の、そうして多くの人にガイドしていただく、そして、その石の宝殿というのは、

こういう日本三景の一つでということを知らせていただいている。これは必要なこ

とでありますのでね。今日隣で、きのうでしたか、夢のシロの。 

○事務局 

きのうですね。 

○委員 

取り組んだ内容についての会合があったらしいんですけれども、非常に厳しい内

容を追及されたというような、そんな話がありました。厳しいところは厳しくてい

いんですけれども、やはり活動費が必要であればどっかから捻出してあげてほしい

な、こういう思いがします。  

○会長 

わかりました。ありがとうございます。  

繰り返しになりますけど、やはり何が成果を上げているのかというところの評価

とともに、成果を上げているところには何らかの形で、やはり支援ができるべきで

はないかと。 

○委員 

そうですね。 
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○会長 

これは、先ほど言ったように、いわゆる日本の行政システムが予算主義であると

ころにはなかなか難しいんですね。自己評価システム入れていくって、自己評価に

基づく保存というのは、これはできなくはないんですけど、例えばインパクトポー

トとかできなくはないんですけど、なかなかそういうのは入れているところは少な

いので難しいのですが、今、このような委員からあったような情報というのは、こ

れからもきちんとキャッチされて、もちろんその自主独立を大事にされている団体

さんもおられますから、全てが補助金が良いとは、私は思ってないですけども、委

員おっしゃっていただいたようにすごく成果を上げているところは、何かもう少し、

市長表彰とは言いませんけど、でも、何かそういういろんな方法あろうかと思うの

でお考えになって、やはり文化にかかわることがみんな楽しいなと思っていただか

ないと、やはり、あるいはそれが誇りにならない自分たちの、やはり関わる方が減

ってくるなというのは懸念すべきところだとは思いますので、委員のご意見大変貴

重だと思います。ありがとうございます。  

ちょっとお時間とられ過ぎなんですけども、よろしいでしょうか。大体皆さんご

意見いただいたと。 

○委員 

一つだけ。 

○会長 

どうぞ。 

○委員 

今回もらった資料でちょっとおかしいなと思ったんですが、去年まではビューロ

ーがですね。観光交流ビューローが千数百万円のお金を、予算を市からもらって、

それが３つも４つも項目に出とったと、それが今回全くなくなっとんやけど、それ

は。 

○事務局 

はい、今回変更させていただいたのは、ビューローに全体として補助金を出して

いましたので、結局各項目ごとでのその金額、予算というのが実際わからない状況

ですので、皆様にお示しすると、逆に混乱が生じておりましたので、今回は、各事

業についての金額は不明という形で予算額については入れさせてはいただいていま

す。 

○会長 

前のビューローの、この出てきた金額は個別事業の金額じゃなくて。  

○事務局 

はい、個別の事業の金額ではありません。  
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○会長 

ビューロー全体のお金だったので、こんなに何でこの事業でと思われたので。  

○事務局 

そうです。 

○会長 

今回は外したということですね。 

○事務局 

はい、そうです。今回は外させていただきました。 

○会長 

例えばほかの、今、棒線が引いてあるのは全部そういうような考えでいいですか。  

○事務局 

そうですね。実行委員会であるとか、もともと市の予算でないようなものについ

ては、今回、その棒線という形で、一番、１ページ目の表の見方のほうに書かせて

はいただいてたんですが、当該事業費のみの予算額が算出できないものという形で。

させていただいたという形です。  

○会長 

そうでしょうね。私も見てて、アートタウンプロジェクトとか、私も大分関わっ

たことがあるので、どれだけ変わったのかなとは思いながら見ていたので、委員の

意見で確認できてよかったです。よろしいでしょうか。  

そうしましたら、すみません。時間をとり過ぎて申し訳なかったんですが、次の

議題の令和元年事業についてということで、主な事業をご説明のほうお願いできま

すでしょうか。 

○事務局 

それでは、令和元年事業について主なものを説明させていただきます。  

それでは資料２のほうをご覧いただけますでしょうか。資料２の令和元年実施計

画書をご覧ください。  

また、内容がある程度重なるところがございますがよろしくお願いいたします。  

１ページの１番、高砂学の講座でございます。今年度は元最高裁判事の田中二郎

氏と高砂御厨の２つにつきまして、現在終了いたしました。９月８日には昨年度台

風のため中止いたしました「河合義一とその時代」、１２月７日に高砂の郷土食に

ついての講座を行います。活動編につきましては、「浜のかあちゃんの料理教室」、

「竜山石でのランタンづくり」、秋には「高御位山の自然観察会」、「曽根のまち

あるき」、１２月には新たに高砂染の柄を使用した年賀状を作成する講座を実施、

３月にはゆかりの人物である宮本武蔵が残した「野田派二天一流」の体験教室を予

定しております。また、８月２１日に申義堂を活用いたしまして小学生を対象にお

琴の体験教室を実施いたしております。謡曲につきましても全５回行いまして、受
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講生有志により５月に高砂神社で開催された尉姥祭に参加し、神社の能舞台で謡曲

「高砂」の稽古の成果を披露いたしました。  

続きまして、５ページをお願いいたします。５ページ２６番でございます。今年

度も図書館名誉館長による高砂市史を題材にした座学と見学会の講座が実施されま

す。また、高砂市史を題材に自主学習を行い、その成果を発表するゼミや高砂市史

の名所・旧跡をめぐり映像資料を残していく映像ゼミを年８回実施する予定にして

おります。 

続きまして、１１ページをご覧ください。  

１１ページ６１番でございます。青少年健全育成事業として、市内１０地区に対

しまして、青少年の健全育成のため必要な世代交流による地域行事の実施を委託し

ております。地域での夏祭りやとんど祭りなどの活動を促進しております。  

続きまして、１５ページ、８８番をご覧ください。 

工楽松右衛門旧宅の保存事業につきましては、先ほども申しましたが、平成３０

年６月３日から一般公開されております。整備事業につきましては終了いたしまし

たので、今年度より廃止といたしております。今後は、県指定文化財として保存を

はかり、管理運営している高砂市観光ビューローと連携しながら活用を図っていき

たいとのことでございます。  

続きまして、１７ページ、９９番をお願いいたします。  

文化まつり事業でございますが、活動を休止しておりました高砂市短歌クラブが

活動を再開し、文化まつり事業を実施することとなりました。令和元年は加盟する

全１７団体が年間を通じて文化まつり事業を行う予定でございます。  

続きまして、１７ページの１０１番をご覧ください。  

市民ギャラリーあいぽっとでございます。市庁舎の建設に伴いまして、８月末を

もって一時休止となります。年内に竣工予定の議会棟が入ります新分庁舎内に市民

ギャラリーあいぽっとを設置する予定ではございますが、本庁舎建設工事に伴って

の利用者の安全性の確保の問題等もございますので、新本庁舎の完成時より再開す

る予定でございます。これまでの利用者の方には、休止中については中央公民館の

展示スペースを活用していただくように案内していくとのことでございます。  

続きまして、飛びまして２３ページをお願いいたします。  

１４７番、市民提案型地域協働推進事業「夢のシロ」補助金についてでございま

す。今回６件の応募がございまして、４事業が採択され文化活動としては、石の宝

殿研究会が実施する石の宝殿の謎、紙芝居の作成や小学生等を対象に、石の宝殿の

魅力を伝える出前講座等を実施されるということでございます。  

続きまして、２６ページをご覧ください。１６４番をお願いいたします。  
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文化会館の文化保健センターの施設整備でございますが、令和元年は文化会館の

舞台照明、調光操作卓の更新、プロセニアムスピーカーのケーブル及びワイヤーの

更新、文化保健センターの調光装置の基盤の更新を予定しております。  

続きまして、２８ページをご覧ください。  

１７２番、東播磨文化団体連合会に加盟する東播磨８市・３町での持ち回り事業

といたしまして、本日、お手元に資料として、チラシを配らせていただいているの

ですが、１１月４日に東はりま芸能祭を高砂市文化会館の大ホールにて実施いたし

ます。また、お手元のチラシをご覧いただきまして、お時間ある方はぜひご来場の

ほうをお願いいたします。  

また、東はりま文化団体連合会のもち回り事業ではございませんが、こちらもお

手元に開催要項を配付させていただいておりますが、１０月２４日に兵庫県地域文

化を考えるシンポジウムがございまして、文化保健センター中ホールにて開催をさ

れます。こちらにつきましては事前に参加申込が必要となりますので、もし、ご興

味がある方がおられましたら、事務局までお尋ねいただけたらと思います。  

簡単ですが、説明は以上でございます。  

○会長 

ありがとうございました。今、いろいろご説明をいただいたところがございます

が、何か計画についてご意見いただく、先ほど委員から計画にかかることを若干あ

ったんですけども、何かほかのことも含めて結構でございますけども、ご意見があ

ればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。  

○委員 

すみません。 

○会長 

どうぞ。 

○委員 

１７ページの９９番です。これは文化まつりは久しぶりになるわけ。  

○事務局 

いえ、毎年やっております。  

○委員 

やってるの。そっか。  

○事務局 

毎年やっておりまして、今回は休会中の短歌クラブが増えたという形でございま

す。 

○委員 

増えた。そういう意味ですか。言いたかったのは、個々にこれするのではなくて

ね。文化まつりやから全体の統一のテーマとか、何かそういう一体感というか、総
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合的な何か枠組みというか。そういうのはやっているかなと、そういうことをやっ

ていただきたいなという思いがあって、私も行ったことがないのでわからないでし

ゃべって申し訳ないけども、文化のものがずっと続くためにも、統一というか、ま

とまった形でも、そのうちの一つを担っているのだと、ばらばら、個々にやってい

るのではないんだと、有機的なつながりがね。あればなということを思ったので、

そういう取り組をしていただけたらと思いますね。  

○副会長 

それで、今回このコンサートさせていただきました。  

○委員 

なるほど。 

○副会長 

県の芸術文化フェスティバルに参加をさせていただいて、県から東播磨文化団体

連合会、そして、市にお話しがきまして実施させていただいたんです。これまで各

団体が、それぞれ活動なさっておられんですが、横のつながりなかったんですね。  

○委員 

そうですね。 

○副会長 

総会でみんな集まって、総会で事業や予算の説明をして、議決して、もうさよう

ならの状態だったんですが、それこそ各団体の高齢化が進んでおりますし、本当に

若い子を育てていかなきゃいけないと、助成もいただいたりしてますしね。本当に

こういう横のつながりをもって、一つの分野だけではなくていろんなコラボをしな

がらというところで、今回、このようなことを初めてさせていただきました。ほぼ

１階なんかは満席になって、結構たくさんの方に来ていただいて。遠いからどうか

なと思ったんですけどね。高砂市民もたくさんきてくださって、西宮北口が播州弁

飛び交っていたということなんですけれど。 

○委員 

西宮北口が。 

○副会長 

はい。 

○委員 

すごいね。 

○副会長 

それこそホールがよかったので合唱も一般公募で、たくさんの方が集まりまして

ね。それこそ、文化連盟には所属なさっておられないんですけども、謡曲合唱団

「たかさご」の方々も協力してくださり、出てくださったりとか、出演者も熱心な

練習を積まれまして、それこそ交響詩「高砂」では、合唱と管楽器のアンサンブル
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と、和太鼓、それに日本舞踊も加えまして、今回、いろんな方とも仲よくさせてい

ただいて、非常に大きなことをできました。これは県のほうにもかなりの宣伝にな

った。高砂元気やでというのをかなりの宣伝になったようにも思いますし、各団体

の方々も、それぞれの団体だと毎年決まったようなことしかできないけど、非常に

おもしろかったと喜んでいただいております。それを、今度、高砂でやっていきた

いなということを狙って、企ております。ぜひお越しいただけるようにお願いいた

します。 

○委員 

応援してもらってね。今、言われたコラボというか横のつながりをね。 

○副会長 

そうなんです。 

○委員 

横のつながりが結構大事やと思うんです。一つやなくてね。それが、こういい形

になっていくと思うんでね。頑張ってくださいね。 

○委員 

高砂から５つのグループが出てますけども、例えば同志社グリークラブとか、こ

れ有名ですわね。そういうのも参加して、かなり会長が集めてくれて。  

○副会長 

もう５歳の子から９４歳の方までね。ハレルヤ・コーラス大合唱だったんですよ。

管楽器の演奏も立派でしたし。  

○委員 

会場がいいわ。 

○副会長 

そうなんです。皆さん会場に入る。それこそ西宮北口もおり立ったことがないか

ら、そのリハーサルに行くだけ行ってみるとかね。  

○委員 

西宮北口。 

○副会長 

車で行くだけ行ってみるとか、そういう方もありましたし、どんどん外にも出て

行ったりとか、高砂市だけでなく。おとといも加古川の先生とお話しておりました

けれども、各市だけでは衰退してきていますのでいろんなことが、東播磨で手つな

ごうよと、高砂市だけというのではなくてね。そういう感覚でできることをやって

いこうという気持ちで取り組んではおります。  

でも、一つやろうと思ったら本当に大変なことなのでね。ただ、でもやればでき

るんだなと、手をつないだらこんなおもしろいことも、ステージもできるんだなと

いうことを、今度は出演の皆様もちょっと体験していただけたんじゃないかなとは
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思っております。ぜひぜひコンサートにお越しくださいますようにお願いいたしま

す。 

○会長 

ありがとうございました。  

いろいろと拝見していましたけども、２５日は予定があったので見に行けなかっ

たんですけども。 

○副会長 

文化スポーツ課のほうにも本当に協力いただきましたし、県のほうに本当にご協

力いただきましてね。市民をこういうすばらしい、超一流の方々がステージを、そ

ういう体験教室もさせてくださるというね。ありがたい助成制度もありますのでど

んどん活用してまいりたいと思います。書類とか、いろんな提出物は本当に嫌にな

るほどあるんですけどね。結集するとすごいエネルギーになるので、高砂も捨てた

もんじゃないという感じはしております。  

○会長 

ありがとうございます。  

何か今、先ほど委員からご指摘があったこの文化まつりのことについては、特に

事務局からございますでしょうか。  

○事務局 

そうですね。副会長のおっしゃられたとおり、文化まつりについて、各団体がそ

れぞれのよさを、それぞれの事業で出されているというのは、今の現状で、将来的

には、副会長が文化連盟の会長としての思いも兼ねておっしゃられていますが、そ

ういう形でできればとは思うんですが、また文化連盟の中で、そういった意見もあ

るということはお伝えしていきたいなと、事務局としてお伝えしていきたいなと思

っております。 

○会長 

ありがとうございます。  

ほか何かご意見ございますでしょうか。  

今回、これ新規事業というのは全然なかったのでしたっけ。  

○事務局 

今回新規事業は、はい、ございませんでした。  

○会長 

未定の事業の中に、フィルムコミッション話が出てきているんですけども、この

フィルムコミッションというのはどういう形で進めてきていただいているのですか。

２７ページ１６７番。  

○事務局 

そうですね。 
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○会長 

ここに、フィルムコミッションあったと思ったんですけど。  

○事務局 

事務局がビューロー内にございまして、どちらかというとフィルムコミッション

自身はロケ地、誘致とか、そういった。 

○会長 

そうですね。 

○事務局 

高砂市のロケ地のＰＲであるとか、随時会議等は多分されているとは思うんです

が、この先、多分方向性等についてまだ検討されているのかなとは思いますが、す

みません。今回は、確認しておりませんでしたので、次回に報告させていただきま

す。 

○会長 

フィルムコミッションは、ビューロー内にもこれつくられて。  

○事務局 

そうですね、はい。  

○会長 

ご存じの方おられるかもしれませんが、今、どうしても映像産業は東京集中なの

で、ロケ地もほとんど関東周辺なんですね。お金を節約してロケをするということ

で、なかなか関西までは来てくれないというのがございます。むしろアニメだった

ほうがずっと、アニメはアニメーターだけ派遣すれば、最初に撮っておけば済む話

なので、それはあるんですけども、実は本当に少ないと、むしろ、例えば神戸のフ

ィルムコミッション、田中まこさんのところの、彼女のいわゆる指導力もあるんで

しょうけども、大成功されてます。例えばうまくいっているのは、一つは警察をう

まく使っている。要するにロケするときに、当日警察の手配が一番大変なんですね。

道路封鎖とかあると思います。そういうのをぱっぱっとやってくれたりとか、お弁

当、例えば２００食とか、状況によれば４００食とか、１，０００食とか準備して

くれる、こういうのができるのがフィルムコミッションらしいんですね。だから、

そこまで成長するように、これは文化とは直接関係なく、むしろ産業かもしれませ

んけれどもなっていただければなと、ただ、本当に神戸なんかは幾つかのテレビ番

組見ていると神戸の場面になるんですね。コマーシャルもそうなんですけども、あ

れは本当にフィルムコミッションの成果なんですね。やはり近隣にそれだけ成功例

があるわけですから、ぜひともしっかりやっていただいたらいいかなと思います。  

○副会長 

ＢＡＮ－ＢＡＮのテレビとか、高砂経済新聞に掲載された方が集まるパーティー

がございましてね。行きましたら、地元のグルメを紹介したりとか、非常に協力的
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に動いてくださっているんです。そのあたりも市と関連がどうなのかなと思ったり

したんですけどね。  

あと、高砂のブランドという商品に関しては、やっぱりどうなのかなと、品薄を

非常に感じますし、今回値段的なこともあるんですけども、県主催の地域文化を考

えるシンポジウムで地元のお土産ですね。探したんですけど、やっぱり非常に寂し

いというか、選ぶのが難しかったんですね。予算のこともあるんですけれど、その

あたりもうちょっと豊富になっていけばいいなとは思っておりますが。  

○事務局 

ＢＡＮ－ＢＡＮテレビにつきましては、市も、地元のケーブルテレビということ

で市も、特に文化スポーツとかいうイベント課であればいろんな協力はずっと、お

互いにはずっとさせていただいている状況ではございます。広報課とＢＡＮ－ＢＡ

Ｎテレビが、特に連携のほうしていますので、何か話題があればＢＡＮ－ＢＡＮに

いろんな市の情報も提供しておりますし、私どもが直接ＢＡＮ－ＢＡＮテレビに出

演する時もありますので、今後も一緒に協力して、高砂のＰＲを行っていきたいと

考えております。新しい商品につきましては、また、要望があったということは、

また観光交流ビューローのほうには伝えさせていただきます。  

○会長 

ありがとうございます。ほか何か。どうぞ。 

○委員 

見ていると、学校教育課というか、学校教育の占める割合も大きいと思うんです

よね。夏休みも１週間早くなりましたしね。勉強はすると思うんですけども、基本

的には確かな学力をつけることとかね。アクティブラーニングとも言うけど。学校

教育の中で、文化の位置付け的なものを、教育委員会の先生もおられるので、方針

を聞いておこうと思って、どうですか。文化について、学校教育でどんなふうに教

育委員会は考えていますか。  

○事務局 

伝統文化の教育というのは、国のほうからも、県のほうからも重点的にやるとい

うことで言われています。もちろん日本の文化も、ここにあるものでしたら、俳句

とか、短歌とか、古典的な文学、そういうのも教科書にもありますし、また社会科

でも文化的なものというのはいろいろ出てきます。また、地域のことについては１、

２年の生活科であったり、３年生の社会科であったり、実際にまちに出て地域の人

にふれたり、文化にふれたりというようなこともやっております。そのような状況

で、そういう部分、教科を通じてということになるんですけども、学校ではそんな

勉強を進めさせていただいています。 

○委員 

はい、ありがとうございます。  
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○会長 

よろしいですか。  

○副会長 

すみません。私の夫は音楽の中学教師をしていまして、教科書にはいろんな遠い

地方の民謡、それから本当に有名どころの民謡は載っているんですが、地元の子た

ちに地元に伝わる歌を民謡として伝えていきたいというのも一つありまして、交響

詩「高砂」を作曲をしたんです。特に、この播州地つき歌とか、播州石切歌ですね。

今回も非常におもしろいなと思って合唱の方たちも一生懸命歌ってくださり、演奏

もあり、太鼓も入れたりして。また、ほかにも地域に伝わる民話か何かを題材に作

曲していきたいなとは話しているんです。学校でよさこいを運動会で盛んに子ども

たちが踊るんですが。地元のうたを振りつけていただいてですね。地元の子たちが、

いつも聞きながら、それを運動会の中で披露すると、そういうふうになればいいな

と漠然と夢は描いているんですが、いかがでしょうか。  

○事務局 

阿弥陀小学校でしたっけ、阿弥陀音頭を運動会でもやっているようなことも聞い

たことはあるんですけども。ただ、どの程度学校が取り入れるかというところにつ

いては、市教育委員会からも行いますが、外部の方、いろんな団体からもこんなん

あるよというのも、ちょっとＰＲもしていただいて、学校のほうにどんどん情報提

供はしていく必要がこれから出てくるのかなとは思っています。その上で学校が子

どもたちの様子も見ながら決めていくということにつながっていくのかなと思って

います。 

○副会長 

ありがとうございます。  

○会長 

ありがとうございます。  

学校教育にどういうふうに地元の文化を入れていくのかというのは、これは多分、

今、学校がどうしてもガチガチに固まっている中で、動かなきゃいけないところが

ある中で、どこまで自由度があるのかということと関わってまいりますし、私は、

鍵はＰＴＡかなと思ってて、ＰＴＡの皆さんが逆に、今、ＰＴＡコミュニティとい

いますか、コミュニティの一体化みたいなところをもっともっと言っていただけれ

ば、先ほど阿弥陀音頭もありましたけれども、もうちょっと可能性があると。やっ

ぱりこの教育が教育者だけではなくって、もう少し幅広く地域等との関わりの中で

繰り返していかなきゃいけないという方向性ではあるんですね。地域の中での教育

ということは、方向性ではありますので、そういったチャンスがあれば、先ほど副

会長がおっしゃっていただいたような、地元に残るものを活用するさまざまな教育

の機会というのが出てくるかなとは思います。よろしいでしょうか。  
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○委員 

６ページのね。３４番。これ中学校のクラブの指導者の件。 

○会長 

そうですね。 

○委員 

外部の指導者の招聘をすること、これは非常にすばらしいと思うんです。教師が

ね。監督なり指導者になると非常に厳しい現実があるんですね。スケジュールから

言ったら教科もし、クラブ指導もしということになると限界があって、その裏が出

てくるのかもわかりませんけれども、この外部の指導者を招聘するということは非

常にいいことだと思うんですけれども、市内、今６中学、中学校６校ですか、全校

外部指導者を招聘しているんですか。  

○会長 

どうぞ。 

○事務局 

６中学校に今年１３人、全部で配置しています。どこの中学校にも最低２名とい

うところで、１校だけ３名というところがございます。そのうちの１３名のうち、

７名の方については文化系のお茶であるとか、華道の指導をしていただいてござい

ます。それから書道も１校あります。 

○委員 

それともう一点ね。毎年夏になると、スポーツカーニバルですか、それで今年、

米田小学校がね。４００メートルリレーで兵庫新記録で優勝したと。こういうこと

が、今後の人材育成にもつながりますので、すばらしい成績ですからね。もっと、

多くの市民に、知らせてあげてほしい。全国大会に行ってね。その新記録を１秒あ

まり短縮した。残念ながら予選落ちしたらしいんですけれど、新記録樹立した、兵

庫新記録を樹立した。それだけすばらしい人材が育っていっているということをね。

多く市民に知らせると、高砂市民、高砂に住んでよかったと、スポーツも文化もす

ばらしいという、そういうね。明るく住みよいまちづくり、市民、９万人の市民が

ね。目指すべきだとは思うんです。 

○委員 

今、スポーツと言われましたので、文化のほうでは、この間東播の弁論大会があ

りまして、松陽の方が最優秀賞取りました。ですから両方ですね。スポーツも文化

も頑張っていると思います。  

○委員 

だから、頑張ったらね。こういうふうに頑張りましたよって市民にね。早く、広

くシェアしてあげてほしい、そうすると関係のない一市民でもね。高砂市民でよか

ったな。住んでよかったな、こうなりますし、また、他市からだったら高砂市に住
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みたいってこう思われるでしょう。そういう市にしていきたいな。一市民としてそ

う思いました。 

○会長 

どうもありがとうございます。 

○委員 

そういう意味でね。これ、この表紙は委員さんの作品ですけどね。  

○会長 

そうなんですか。 

○委員 

これにね。随筆だけが、大学の先生が選者をされていて、随筆だけがの最優秀賞

もらうんです。高砂の方がよくもらうんです。随筆で、この応募の中で一番という

のをよくもらいます。そういう意味ではね。文化ね。レベルは高いんじゃないかな

という気もするんですけどね。  

○会長 

多分ね。文化、高いと思います正直に言って、これは古くからあるまちというと

ころの蓄積はね。これは、やっぱり江戸時代から蓄積、結構大きくって、加古川な

んかがしんどいのはそこですよね。 

○委員 

そうですね。 

○会長 

やっぱり戦後大きくなったまちだと、まだ、まだそこまで加わってないなという

のをよく感じる。 

○委員 

ここにわがまち発見とあるんですけども、そこにね。工楽邸を書こうと思ってい

ます。今年度は。 

○委員 

今年度ね。 

○委員 

皆さんご存じだと思いますけども、申義堂を建てた河合寸翁とか、岸本さん、そ

の人たちとはね。２０年ぐらい差があるんですよね。生年月日に。 

○会長 

なるほど。 

○委員 

ということは知り合いなんですね。今の申義堂つくった人とか、もちろんごめん

なさい。あれですけども河合寸翁とかは、姫路藩７４万両の借金を返した人ですか
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ら、工楽さんよりももっと有名ですけども年代的にね。そういうふうに近い人たち

なんですね。だからこのころの文化というのはかなりのものだと思うんですけどね。  

○会長 

ありがとうございます。  

河合寸翁にしても確かに、あれは木綿ともかかわりがあって。  

○委員 

そうです。加古川と市川の河口で木綿をつくって、それを借金の返済の１つの施

策、もちろん竜山石もね。専売にして竜山石でももうけてたんですよね。 

○会長 

歴史的におもしろい、いろんな背景があろうかと思います。ありがとうございま

す。 

○副会長 

合唱でもね。東はりまのコーラス大会のことで、高砂をほめていただくんですよ。

私何もしてないですけど、高砂は上手ですねというてね。いい思いをさせていただ

いています。 

○会長 

本当にいろんな情報ありがとうございます。  

先ほど申しましたように、これシビックプライドと言いますかね。自分たちのま

ちの誇りというものが、今回非常に重要な役割を果たすということで、最後に情報

提供をどうもありがとうございました。  

それから、ちなみに、先ほど外部講師の話で、これから恐らくこの部分は増えて

くるのだろうと言われています。ただ、ちょっと今日も別の会議、午前中、全然関

係ない会議だったんで、ちょうどこの意見が出てきて、やっぱりその外部講師の方

に、例えば学校教育ってどんなものなのということをちゃんと伝えなきゃいけない

んじゃないかと、今の教育の仕組みというのは変わってきていますから、例えばさ

っきお茶とか、お花っていうのいわば徒弟制度の中でつくってきたものと、学校教

育が教える場合、もちろんクラブ活動の場合そうではないんですけども、やっぱり

教育の一環になりますから、本来そこはいるだろうという話で、そういうことは本

当は教育学部がやるべきだよねっていう話が出てきたものですから、もし、そうい

うクラブの指導者という形の何らかのブラッシュアップと言いますかね。少し考え

るべきではないかというのは、これから増えるだろうからという意味なんですけど

ね。今やってらっしゃる方は、恐らく必要があるとは思いませんけども、これから

増えるときは、そういうのいるだろうなという話を、別の全く違う会議だったんで

すけど出てきたので、余談ですけども、お話しておきます。 

今日はいろいろなご意見を賜りましてありがとうございました。今いただいた意

見の中で、重要なキーワードになるようなこともございました。文化まつりの統一
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的な雰囲気をとか、あるいはそういうテーマあったとおっしゃいましたけど、何か

そういうような形でもっとより多くの市民の皆様が集うような、そうした現場をつ

くってほしいとか、それから今日は施設の問題いろいろ出てきましたけども、やは

り多く市民がというところが、これキーワードになろうかと思いますので、この観

点で事業を進めていただきますとともに、そのあたりもですね。各課にきちんと伝

えていただければと思います。  

あとスケジュールのことについてよろしくお願いいたします。  

○事務局 

それでは、現在の任命の任期につきましては、令和元年９月末をもって終了いた

します。２年間どうも誠にありがとうございました。  

次回、令和元年第２回文化振興審議会につきましては、新たに委嘱させていただ

きます委員の皆様で、令和２年度の事業案につきまして皆さんからご意見を頂戴し

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

開催日時につきましては、また後日調整させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

以上でございます。  

○会長 

どうもありがとうございました。 

一応最後です。私のほうも進行これで終わりになります。一旦ごめんなさい。お

返ししたいします。すみません。 

○司会 

本日は大変熱心な御審議を賜りまして、ありがとうございます。 

閉会に当たりまして、岩見副会長からご挨拶をお願いいたします。  

 

（副会長あいさつ） 

 

○会長 

皆さん、どうもありがとうございました。  

 

○司会 

では、これにて閉会をさせていただきます。  

皆様、どうぞお気をつけてお帰りください。  

ありがとうございました。  

 

（午後３時５５分  閉会） 


